
1.  名都借 跨線橋 道路拡幅 改良事業の計画変更



1.施工計画の変更について
①現行施工計画



1.施工計画の変更について
②変更施工計画



３．交通規制と対応について

現行工事期間：令和２年度～令和５年度

↓

変更工事期間：令和２年度～令和９年度



各側道交通規制の箇所



４．騒音振動対策について
工事に伴い発生する騒音振動を管理し
ながら工事を進めるため、右図のよう
な騒音振動計を設置する予定。

低騒音、低振動な工法の選択や、機械
の使用により工事を進める。

作業時間の遵守や、沿線の皆様と十分
な連絡を取り合いながら工事を進める

ここで得られたデータは下記の補償に
係る判定の資料とする予定



５．工事に伴う補償について

事業完了後に、国土交通大臣による補償コンサル
タントの登録を受けた第３者機関による家屋事後
調査

工事による振動等の影響を受けたと判定、判断さ
れたものについては、補償対応予定



2.  東部の公共交通について





１－４ 公共交通サービスの持続的な維持・確保

外出自粛等により、交通事業者は大打
撃

利用者数は、令和２（２０２０）年度で対
前年比約３０％減となっており、公共交
通サービスの維持が厳しい

そのため、公共交通サービスの維持・
確保に向けて、行政・交通事業者・企
業・市民が連携・協力して検討すること
が重要



①◎公共交通の利用状況・運行状況・取組状況の見える化



①◎流山ぐりーんバスの運賃の見直し
②◎公共交通運賃の定額制度（サブスクリプション）の導入



2-3．公共交通の提供ルールの運用



千葉県内タウンバスの収支率




